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令和８年度農薬危害防止運動の実施について（依頼） 
 
 
標記について、厚生労働省医薬局長、農林水産省消費・安全局長及び環境省水・大気

環境局長から、別添のとおり依頼がありました。 
ついては、別添通知及び別紙「農薬危害防止運動実施要綱」を御確認の上、農薬の安

全かつ適正な使用の推進に御協力くださいますようお願いします。 
特に、学校等において農薬が使用される場合には、散布した農薬の飛散による住民、

子供等の健康被害を防止するため、「住宅地等における農薬使用について」（平成 25年４
月 26日付け 25消安第 175号・環水大土発第 1304261号農林水産省消費・安全局長、環
境省水・大気環境局長通知）に基づき農薬が適正に使用されるよう、施設管理担当者並
びに教育関係機関に対し、改めて周知・指導をお願いします。 
 
 

（本件担当） 
文部科学省総合教育政策局 
健康教育・食育課保健管理係 
TEL：03-6734-2976（直通） 
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